
■2022年度Ｓ日程 卒業見込者特別入学試験・一般入学試験 
 法律科目試験「民法」問題の出題趣旨・解説 
 

問（１） 

【出題趣旨】 
 本件が訴訟案件であれば訴訟物となるべき権利を問う趣旨である。 

【解説】 
 ＡＣ間に契約関係その他の債権関係の存しないことは明らかであり、ＡのＣに対する請
求の根拠には、甲土地所有権に基づく請求権のほかに考えることはできない。 

 したがって、ＡがＣに対して甲土地の明渡しを求めるについては「所有権に基づく目的
物返還請求権としての甲土地明渡請求権」、ＡがＣに対して甲土地につき所有権移転登記
手続を求めるについては「所有権に基づく妨害排除請求権としての、真正の登記名義回復

のための所有権移転登記手続請求権」が、それぞれその根拠となる。 
 
問（２） 

【出題趣旨】 
 本件が訴訟案件であれば所有権喪失の抗弁として主張されるべき要件事実の理解を問う
趣旨である。 

【解説】 
 物権変動について意思主義を採用する民１７６条の規定に、Ａ所有の甲土地をＡがＢに
売却したとの事実をあてはめると、ＡからＢへの甲土地所有権移転の効果が生じたことが

導かれる。 
 したがって、ＡＢ間の甲土地売買契約締結の事実の主張は、Ａが甲土地所有権を喪失し
たことを導く要件事実の主張にほかならない。 

 なお、法定三段論法の大前提に相当する法規範として摘示されるべきは、物権変動に関
する民法１７６条であって、債権発生に関する民法５５５条ではない。また、ＢＣ間の甲
土地売買契約締結の事実ないしこれによるＣ自身の甲土地所有権取得の効果は、本問に無

関係である。 
 
問（３） 

【出題趣旨】 
 本件が訴訟案件であれば所有権喪失障害の再抗弁として主張されるべき要件事実の理解
を問う趣旨である。 

【解説】 
 ＡＢ間の甲土地売買契約の無効は、設例にてらせば、Ａの虚偽表示（民９４条１項）に



よるものであったことから導かれうる。虚偽表示の要件事実としては、甲土地を売却する
につきＡが内心的効果意思の欠如を知って意思表示をしたこと及び甲土地売買契約を仮装
するにつきＡＢ間に通謀があったことが主張されるべきである。 

 なお、本問解答を、Ａの心裡留保（民９３条１項）の観点から構成することも可能であ
る。虚偽表示の要件事実には心裡留保による契約無効の要件事実が内包される関係が認め
られるからである（厳密に言えば、ＡＢ間の契約無効を導くにはＡの心裡留保とＢの悪意

の事実で足り、ＡＢ間の通謀関係まで要求する虚偽表示の要件事実を主張するほうが、む
しろ過剰主張となる）。 
 

問（４） 

【出題趣旨】 
 虚偽表示又は心裡留保による契約無効に対する第三者保護の要件事実と法律効果の理解

を問う趣旨である。 
【解説】 
 虚偽表示又は心裡留保を原因とする契約無効は善意の第三者に対抗できない（民９３条

２項・９４条２項）から、ＢＣ間に甲土地売買契約が締結されたこと及びＡＢ間の甲土地
売買契約の該無効原因事実をＢＣ間の甲土地売買契約締結の時点でＣは知らなかったこと
が主張されれば、判例の採用する法定承継取得説に従ってＡからＣに直接に所有権が法定

移転したことになる結果、Ａの甲土地所有権喪失の意味をもってＡの請求を斥けうる主張
となる。本件が訴訟案件であれば、所有権喪失の予備的抗弁の主張となる。 
 法定承継取得説でなく、順次取得説に従い、民法９３条２項又は９４条 2 項の適用はＡ

からＢへの所有権移転を復活させてＢからＣへの所有権移転を生じさせるものであり、そ
の結果としてＡの甲土地所有権喪失が導かれることになる（本件が訴訟案件であれば該要
件事実の主張は所有権喪失障害障害の再抗弁となる）との理解も、解答としては排除しな

い。 
 なお、Ｃの無過失要件についての検討は、本問解答に必須ではないが、評価対象として
排除されるわけではない。 

 
問（５） 

【出題趣旨】 
 本件が訴訟案件であれば動産所有権に基づく返還請求に対して即時取得による反論が所
有権喪失の抗弁として意味をもつことの理解、及び、民法１９２条に基づく即時取得の要
件事実の理解を、それぞれ問う趣旨である。 

【解説】 
 民法１９２条に基づく即時取得の要件事実は、ＢがＣに乙を売却したこと及びこの売買



契約に基づいてＢがＣに占有改定以外の方法で乙を引き渡したことであり、かつ、これに
尽きる。 
 民法１９２条の求める要件事実のうち、Ｂが乙占有の前主であったことはＢがＣに乙を

引き渡したことに当然含意されること、Ｃの乙占有開始の平穏公然及び乙占有開始時の善
意については民法１８６条１項により推定されること、並びに、Ｃの乙占有開始時の無過
失については占有の前主たるＢにつき民法１８８条が適用される結果として推定されるこ

とが、その理由である。 
 即時取得の効果は、目的動産所有権の原始取得である（通説）。したがって、Ｃに乙の即
時取得が認められれば、反射的にＡの乙所有権は失われることになる。 

 
 

以  上 

 


